
第1回八戸市震災復興本部資料
平 成 23年 5月 11日
総合政策部政策推進課

八戸市復興計画の策定方針 (案)について 

[策定の目的]

平成23年3月11日14:46に国内観測史上最大の M9.0の地震が発生 した｡ こd)東日本

大震災は､一瞬のうちに市民の尊い人命を奪ったのみならず､多くの住居や都市施設

に甚大な被害を及ぼ した｡

この震災により大きな被害を受けた地域の社会的機能や社会経済活動の迅速な復旧

を図るとともに､今回の経験 ･教訓を活か した更なる災害に強いまちづくりに向けて

計画的な復興を目指すため､次の 3つの観点から､八戸市復興計画を策定する｡

①復興に当たっての基本的な方向性を示すための計画

興に向けた市の施策の重点化を図るための計画

興に関する国 ･県-の要望を行 うた めの計画 __-- ｣

[復興計画の位置付け]

八戸市地域防災計画 (地震編)第 5章第 7節に基づ く復興計画 として策定する｡

また､復興計画は､第 5次八戸市総合計画基本構想 (平成19-28年度)及び後期推

進計画 (平成23-28年度)を補完する震災対策の特別計画として位置付ける｡

なお､はちのへ水産復興会議において検討が開始されている ｢水産復興 ビジョン｣

については､復興計画との整合性を図る｡

※八戸市地域防災計画抜粋 :I 
(地震編 第 5章 災害復旧対策計画 第 7節 計画的な復興 ) ,

大地震により地域の社会的機能が壊滅的な被害を受け､社会経済活動に甚大な き
障害が生 じた災害にあっては､迅速な原状復旧を目指すか､または更に災害に強 ;

いまちづくりのため計画的な復興を目指すか検討 した上､計画的復興を行う場合 ;I
は､以下のとおり復興計画を作成 し､復興事業を遂行するものとする｡ -

[復興計画の期間]

計画期間は10年 (平成23-32年度)とする｡

なお､毎年度､進行を管理 し､復興の局面や社会情勢の変化に応 じて､必要な見直

しを行 うものとする｡



[復興計画の構成]

復興計画は､復興の理念と目標､復興の基本方向､復興施策及び国 ･県への要望で

構成する｡

復興の理念と目標

復興は現在の市民のみならず将来の市民のためのものという考えのもと

に､単なる原状復旧ではなく､環境問題､少子高齢化､地域のつながりの

希薄化などの現代課題にも対応 した新たなまちづくりを推進 していくもの

とし､以下の 4つの目標を掲げて､早期の復旧と創造的な復興を目指す｡ 

(1)安心 .安全な暮らしの確保 

(2)災害をバネにした地域活力の創出 

(3)北東北における八戸市の拠点性の向上 

(4)災害に強いまちづくりの実現 

2.復興の基本方向 

(1)被災者の生活再建

生活資金 ･住宅の確保､雇用対策の強化､生活支援の充実など 

(2)地域経済の再興

水産業 .農林畜産業 ･企業活動 ･観光 ･サービス業の再興､

風評被害の防止など 

(3)都市基盤の再建

市街地 ･港湾 ･漁港 ･海岸 ･河川 ･道路 ･公園 ･下水道等の整備､

公共施設の耐震強化など 

(4)防災体制の強化

防災拠点の整備､ライフライン .避難体制の強化など 

3.復興施策

上記の復興の基本方向に沿って､


イ)当面重点的に取 り組むべき施策及び事業


口)今後取 り組むべき施策

を整理する｡

4.国 ･県への要望 

[策定期間]
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平成23年 9月末までの策定を目指す｡

なお､当面重点的に取り組むべき施策及び事業については､平成23年 6月をめどに

取 りまとめる｡ 
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[策定体制]

○復興計画の策定にあた り､専門的な見地から幅広 く検討 していくため､関係機関や

関係団体の有識者等で構成する八戸市復興計画検討会議を設置する｡

○庁内関係課長会議において計画案の作成を行い､八戸市復興計画検討会議における

計画案の検討を踏まえ､八戸市震災復興本部において計画案を決定する｡

○被災者をは じめとする市民の声を最大限反映させるため､市民アンケー トや関係団

体等からのヒアリング､復興フォーラム､パブリックコメン トなどを実施する｡ 

l

:【計画策定の流れ】 :
l l
 
;①庁内検討 - ②検討会議 ⇒ ③震災復興本部 ;
l lI J
･(計画案の作成) (計画案の検討) (計画案の決定) ;

※別紙 1 ｢八戸市復興計画検討会議委員構成｣

※別紙 2 ｢八戸市復興計画関係課長会議の構成｣ 
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[策定スケジュール (予定)]

潔_糟､ ≡ 潤 . 前 渡.1恐 ､

豪.完 1日 (3:3- 4:3),謀 5月1 ･策定方針決定 1 0 1第 1回八戸市震災復興本部 0

5月

6月10日

66月月下旬

;言穴. 7- 8月■~

護く.. -麦…訳式{托,～ 

8月下旬

内部埠革 (計画骨子案)

第 2･事業案回八戸市震災復興本部(3:3-1 0･･当面重点的に取 り組むべき施策1 0 )計画骨子案 4:3

計画 1次案( ______第 3回八戸市震災復興本部･･当面重点的に取 り組むべき施策.･事業の取 りまとめ 

中興埠置 く計琴 ._写_卑 琴)

四部検討_野卑 1串案)

第 4回八戸市震災復興本部･計画 2次案

南郷区地域協議会報告議会報告 (-6月)･･･市民アンケー ト実施 5

議会意見聴取南郷区地域協議会意見聴取･･･関係団体等 ヒア リング

･復興フォーラム開催

･議会意見聴取

竃㌍窺9月 一環-蔽 (計画最終案) 議会報告内部検討 ･･南郷区地域協議会報告
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(別紙 1)

八戸市復興計画検討会議 委員構成 

福祉 八戸市社会福祉協議会

環境 特定非営利活動法人循環型社会創造ネットワーク
(D市民生活 (6) 医療 .保鹿 八戸市医師会

地域コミュニティ 地区公民館

市民団体 特定非営利活動法人ACTY

雇用 連合青森三八地域協議会

水産業	 壮ちの-水産復興会議 (水産復興ビジョン部会).

農業	 八戸農業協同組合
②産業 .経済 (6) 商工業 八戸商工会諌所

物流 八戸港振興協会 .

観光	 八戸観光コンベンション協会

防災	 八戸地域防災協会

学学識識経経験験者者	 八八戸戸大学③大学等 (3)	 工業大学

学識経験者	 八戸工業高等専門学校

④行政	 (2) 国 国土交通省東北地方整備局八戸港湾 .空港整備事務所
県 三八地域県民局



(別紙 2)

八戸市復興計画 関係課長会議の構成 

1 讃 擁 ､､､~1≠ , ifー 妻 .酢苗 E

①被災者の生活 ･生活資金の確保 【商工労働部】雇用支援対策課
 

.再建 一 ･住宅確喋の支援 【福祉部】福祉政策課


-.【環境部】環境政策課
雇用対策 強化など 【市民健康部】健康増進課･･生活支援のの充実

【建設部】琴築住宅課

【教育委員会事務局】学校教育課 

(6課)

②地域経済の再	 ･水産業の再興 【まちづくり文化観光部】まちづくり文化推進室､観

輿 ･農林業の再興 光課

･企業活動の再興 【商工労働部】商工政策課､産業振興課

･観光 .サービス業 【農林水産部】農政課､水産振興課

･?再興風評被害の防止など (6課)

③都市基盤の再 ･市街地の整備 【総合政策部】政策推進課

逮 ･港湾 .漁港の整備 【農林水産部】水産振興課 (再掲)

･海岸 .河川の整備

･道路 .公園 .下水

【都市整備部】都市政策課

【建設部】港湾河川課

･道等の整備公共施設の耐震強化 など (4課)

④防災体制の強

化

･防災拠点の整備

･ライフラインの強

【総合政策部】市民連携推進課､広報統計課

【防災安全部】防災危機管理課

･化避難体制の強化など 【市民健康部】市民課､国保年金課
【教育委員会事務局】教育総務課､社会教育課 

(7課)

⑤計画全般 【南郷区役所】J企画総務課

【総合政策部】政策推進課 (再掲)

【総務部】人事課

【財政部】財政課

※必要に応じて､随時､関係課を追加する｡ 
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八戸市震災復興本部設置要綱 

(設置)

第 1条 東 日本大震災からの復興を迅速かつ計画的に推進するため､八戸市震災復興本部 

(以下 ｢復興本部｣という｡)を設置する｡ 

(所掌事項)

第 2条 復興本部は､次に掲げる事項を所掌する｡ 

(1)震災復興の総括及び企画調整に関すること｡ 

(2)八戸市復興計画の決定､進行管理及び見直しに関すること｡ 

(3)その他復興に係る重要事項に関すること｡ 

(組織)

第 3条 復興本部は､別表第 1に掲げる職にあるものをもって充てる0 

2 本部長は､復興本部を統括する｡ 

3 副本部長は､本部長を補佐し､本部長に事故があるとき､又は本部長が不在のときは､

その職務を代理する｡ 

(会議)

第 4条 会議は､必要に応じて本部長が招集する｡ 

(市民､関係団体等の意見の反映)

第 5条 復興本部は､復興計画の策定に当たっては､市民､関係分野の有識者等及び学識

経験者の意見を反映させるものとする｡ 

(関係課長会議)

第 6条 復興計画案の策定その他必要な事項の処理のため､復興本部に関係課長会議を置

く｡ 

(事務局)

第 7条 復興本部の事務局を総合政策部政策推進課震災復興推進室に置く｡ 

(補則)

第 8条 この要綱に定めるもののほか､復興本部の運営に関し必要な事項は､本部長が別

に定める｡

附 則


この要綱は､平成 23年 5月 11日から施行する｡




別表第 1 (第 3条関係)

区 分 職 名

本部長 市長 . i

副市長

南郷区役所長

総合政策部長

防災安全部長

まちづくり文化観光部長

総務部長

財政部長

商工労働部長

農林水産部長

福祉部長

市民健康部長

環境部長

建設部長

都市整備部長

交通部長

市民病院事業管理者

市民病院事務局長

教育長

教育部長

会計管理者

八戸地域広域市町村圏事務組合事務局長 (総務部理事 )

副本部長

本部員

八戸地域広域市町村圏事務組合消防長 (総務部理事 )


